
訳語の変更： IATF承認取得・維持ルール第 6 版 スタディガイド 

恐れ入りますが，次の表のように訳語の表記を変更下さるようお願い申し上げます。 

 

箇所 原語 当初の表記 変更後 

p.18  2.6  f) to be prioritized …. に基づいて，クリティカルなテーマを…. …. に基づいて，優先するべきクリティカルなテーマを…. 

p.30  3.1  i) pre-audit planning 

information 

予備審査計画策定情報を審査機関に…. 審査計画策定情報を審査機関に…. 

p.36  4.4  - remedial actions ……審査機関は以下の処置を決定しなければならない。 

- 救済処置 

……審査機関は以下の処置を決定しなければならない。 

- 対策措置 

p.2 目次 

5.2 標題 

 

audit duration 
5.2 初回認証審査，サーベイランス審査，更新審査，

CB 変更審査の審査工数の決定 

5.2 初回認証審査，サーベイランス審査，更新審査，CB 変更

審査の審査期間の決定 
p.40 5.2 標題 

p.40 5.2  ……必要な審査工数を決定するプロセスを…… ……必要な審査期間を決定するプロセスを…… 

p.101 支援機能の 

6 番目 

Distribution 情報の配付 配送 

p.101 支援機能の

31 番目 

Supplier Management 供給者開発 供給者管理 
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